
介護現場におけるハラスメント対策の推進について

１．概要

地域包括ケアシステムを推進していく上で、介護人材の確保は、重要な課

題であり、介護職員が安心して働くことができるよう、ハラスメント対策を

含む職場環境・労働環境の改善を図っていくことが必要である。

令和６年度介護報酬改定に関する審議報告では 、「訪問介護員等の人材不

足は喫緊の 課題であり、就労希望者が少ない要因に、１人で利用者宅に訪問

してケアを提供することに対する不安が挙げられているところ、ハラスメン

ト対策・ICT の活用等を含めた働きやすい職場づくりに向けた取組を引き続

き推進する」とされている。

引き続き、訪問介護をはじめ、介護サービスにおけるハラスメント対策に

係る取組について推進していくこととしている。

２．基準省令上の対応

パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントなどのハラスメント対策

については、介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点

から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラス

メント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策として必

要な措置を講ずることが「令和３年度報酬改定」から義務づけられている。

併せて、カスタマーハラスメントについては、その防止のための方針の明

確化等の必要な措置を講じることが推奨されている。

これらのことを踏まえ、適切な運用をお願いしたい。



３．マニュアル・手引き等の活用

特に、利用者又は利用者の家族等からのハラスメントに関しては 、厚生労

働省が

「①介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」や「②管理者・職員向

けの研修用の手引き」、「③介護現場におけるハラスメント事例集」などが作

成され、厚生労働省ホームページにおいて周知されている。これらの積極的

な活用をお願いしたい。

（厚生労働省ＨＰ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html）

①対策マニュアル：

平成 30 年度老人保健健康増進等事業（介護現場におけるハラスメ
ントに関する調査研究事業）において作成したものを、令和３年度老

人保健健康増進等事業「介護現場におけるハラスメント対策マニュア

ル・研修手引き等の普及啓発に関する調査研究事業」にて改訂。

②研修の手引き：

令和元年度老人保健健康増進等事業（介護現場におけるハラスメン

トに関する研修・相談支援の在り方に関する調査研究事業）において

作成したものを、令和３年度老人保健健康増進等事業「介護現場にお

けるハラスメント対策マニュアル・研修手引き等の普及啓発に関する

調査研究事業」にて改訂（職員向け研修用動画を除く）。

③事例集：

令和２年度老人保健健康増進等事業（介護現場におけるハラスメン

トへの対応に関する調査研究事業）において作成。

４．サービス提供困難事例に対する対応

なお、各介護サービス施設・事業所は、基準省令において、正当な理由な

くサービスの提供を拒んではならないこととされている。

利用者やその家族等から各介護サービス施設・事業所の職員に対してハラ

スメントがあった場合については、市町村及び各介護サービス施設・事業所

においては、研修の手引きの記載（※）も参考にしていただき、適切に対応

するようお願いする。



（※）研修の手引きにおけるサービス提供の拒否に関する記載

出典：厚生労働省ＨＰ


